
会場 開設期間（土・日曜、祝・休日を除く） 受付時間
市役所本庁舎2階 2月9日（金）～3月15日（金）   9：00～17：30
瓦木公民館 別館

(注)瓦木支所ではありません 2月13日（火）・14日（水）   9：30～11：30
13：00～1６：30甲東支所 2月15日(木）・1６日（金）

山口支所 2月20日(火）・21日（水）   9：45～11：30
13：00～1６：30塩瀬支所 2月22日(木）・2６日（月）

鳴尾支所 2月2８日(水）～3月1日（金）

▣市県民税申告書（市から事前送付されている人）
▣源泉徴収票など収入の分かるもの
▣本人確認書類（以下のいずれか。郵送の場合は写し）
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等

※各申告会場での申告受付初日の午前中は大変混み合います
※塩瀬・山口支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

▣�各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、
医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書、配偶者の所得
が分かるもの、障害者手帳などが必要

予約不要

森林環境税の徴収開始（国税）
詳しくは市のホームページ（HP31799877）でご確認ください

　市県民税の申告期限は3月15日です。申告内容を確実に市県民税の計算
に反映させるために、漏れなく正しい申告をお願いします。申告書の様式
や記入方法などについて詳しくは、市のホームページをご覧ください。

郵送での申告にご協力を！市県民税の申告 問 市民税課（0798・35・3267）

市県民税の申告会場

申告に必要なもの

ＨＰ 44408846

均等割課税のうち、震災復興等に係る上乗せ廃止

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

定額減税（令和6年度課税）

国内に住所のある個人に森林環境税(国税：年額1000円)が課税され、市・県
民税の均等割と併せて徴収

東日本大震災復興基本法の理念に基づく緊急防災・減災事業を推進するため
の市・県民税の均等割加算（市・県民税各500円）が終了

上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と市・県民税の課税方式
を統一。異なる課税方式の選択制度は廃止

30歳以上70歳未満で特定の要件を満たさない国外居住親族は、控除対象扶
養親族・非課税限度額の基礎となる扶養親族から除外

令和６年度分個人住民税に対して、定額減税が実施される予定です。国から
税制改正の具体的な内容が示され次第、情報を更新します。詳しくは市のホー
ムページ（HP６5134300）をご覧ください

令和6(2024)年度からの主な改正点

非課税世帯支援給付金（７万円）

申請期限 2月29日 振込 申請書を審査後、順次振込

支給決定通知
・口座振込が完了した世帯に、2月9日から順次郵送
・子ども加算給付金の申請に必要な「申請番号」などを記載。対象
　世帯は申請が必要

※ 令和5(2023)年度住民税非課税世帯かつ臨時特別給付金(10万円)、緊急支援給
付金(5万円)または重点支援給付金(3万円)の給付を本市から口座振込により受け
た世帯には1月下旬に振込済み

住民税非課税世帯への
子ども加算給付金

低所得者支援
交付金事業

住民税均等割のみ課税世帯が対象の給付金については、詳細が決まり次第、市のホームページ（HP88511853）や本紙でお知らせします

生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯

子育て世帯特別給付金担当（0798・35・700１）問

再周知
2/29締切

　電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（7万円）を受給した世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年(2005年)4月2日以降に出生)を
扶養している世帯に、加算給付金（対象児童1人当たり5万円）を支給します。
　価格高騰重点支援給付金（7万円）の対象世帯等詳しくは、市のホームページ（HP39482442）でご確認ください。

１人当たり
5万円

■ 子ども加算給付金
▶にしのみやスマート申請

▶郵送

にしのみやスマート申請内「（R5非課税世帯）子ども加算給付フォー
ム」から4月15日までに申請

いずれかの方法で申請を

ホームページまたはコールセンターで申請書を入手の上、4月15日
(必着)までに申請

※支給時期は決まり次第、市のホームページでお知らせ

　食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、「子育て世帯
生活支援特別給付金」を対象児童1人につき5万円支給します。

対象児童
１人当たり
5万円

※所得税の確定申告で上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告すると、市・県民税
　の算定においても所得に算入されるため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非
　課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や各種行
　政サービスなどに影響が出る場合があるためご注意を

詳しくは市のホームページで確認を

（※）�平成17年(2005年)4月2日〜令和６年(2024年)2
月29日に出生。特別児童扶養手当の受給対象
児童は、平成15年(2003年)4月2日以降に出生

※�収入制限等の支給要件あり
▶ひとり親世帯分

▶ひとり親世帯以外分

………公的年金等受給世帯、家計急変世帯

…対象児童（※）を養育している家計急変世帯

ＨＰ 36164953

ＨＰ 26656644

課税情報は個人情報のため、給付対象となるかどうかはコールセンターでは回答できません

≪受付時間≫0120・583・012
西宮市重点支援給付金コールセンター

8:45～17:30(土・日曜、祝・休日を除く)

申請が必要な世帯

（2）� 令和6年（2024年）2月10日


